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令和6年（7） 第30739号法廷察権行使に対する国家賠償請求事件
原告

被告

鈴木賢 ほか2名

国

証拠説明書（3）（甲3 7ないし甲42）

令和7（2025）年11月14日

東京地方裁判所 民事第1 7部合議1係 御中

原告ら訴訟代理人
弁護士（主任） 亀石倫

同 水野泰

同 井桁大介

同 太田こもも

同 加藤 雄太郎

同 谷口 太規

同 戸田善



R7.10.22

R7.10.28

R7.10.24

対立する団体が現れたことも、法

とも全くないこと

の携帯電話が入っていたことを理
由に傍聴が認められなかったこ

「HAKAMATA SUPPORTERS CLUB」と

書かれていることを認識した様子

であったこと

バッジを外すことを求めたこと
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頭書事件に係る原告ら提出の各証拠について、下記のとおり説明いたします。
記

号証 標 目
原本・
写しの別

作成年月日 作成者

甲 37
陳述書（山崎俊
樹）

原本 山崎俊褂

甲38
陳述書（中島邦
之）

原本 中島邦之

甲 39 陳述書（笹森学） 原本 笹森学

立証趣旨・備考
・本件再審公判を通して極めて厳
格な備体制が取られていたこと
及びその詳細
・袴田巌氏を支援する団体は國井
裁判長及び静岡地方裁判所長に対
し過剰な備体制の見直しなどを
繰返し求めていたこと及びその内

容
・本件再審公判を通して、袴田選
氏の無実を言じて活動する団体と

廷の内外で対立や喧噪が生じたこ

・本件再審公判第2回期日におい
て、中島邦之氏はポケットに旧式

と、及び、このときの事実経緯の
詳細
・本件再審公判第 14 回期日の休
延時間に國井裁判長が弁護団に対
し本件バッジを見せるよう求めた

こと
・笹森学弁護士は國井裁判長のも
とに進み本件バッジを外して手渡
したこと、及び、裁判長は本件バ
ッジを手に取りはじめてそこに

・國井裁判長は弁護団に対し本件

https://www.call4.jp/file/pdf/202512/a658083ad87731e4d74854700902def1.pdf
https://www.call4.jp/file/pdf/202512/c640c4b7be84e25f54674ed956e45d8d.pdf
https://www.call4.jp/file/pdf/202512/c224841cac4b887621a004b432c9cfe0.pdf


R7.11.11
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よう指示したこと

出したこと

ません」などと伝えたこと

員の指示により北九州市立大学の

せられることが広く行われていた

後このような対応を取らないよう
申し入れたこと、及び、その内容

通して、同月8日のときのような

検査・所持品検査は行われていな

号証

甲 40

標 目 原本・
写しの別

作成年月日

陳述書（北美幸） 原本

作成者

北美幸

立証趣旨・備考
・第 14 回期日の閉廷後に國井裁
判長は次回から本件バッジを外す

・上記指示を受け、弁護団は國井
裁判長に対し意見書（甲18）を提

・上記意見書を提出した翌日、裁
判所は原告小川に電話をして「次
回の期日からはバッジを外すよう
に」「着用したままだと法廷に入れ

・令和5年6月8日の本件福岡地
裁判決期日の傍聴の際、裁判所職

学生（村上真菜）が身に着けてい
たポシェットの柄を隠させられた
こと、及び、当該ポシェットの詳

細
・同日同様にレインボー柄を隠さ

こと
・同月 13 日北美幸氏は上田裁判
長及び福岡地方裁判所長に対し今

・福岡地裁・福岡高裁における「結

婚の自由をすべての人に」訴訟を

レインボー柄を規制する旨の服装

いこと
・福岡地裁・福岡高裁における「結
婚の自由をすべての人に」訴訟を
通して、この訴訟や同性婚に反対

https://www.call4.jp/file/pdf/202512/2b8518248f23565261a08869cc238b56.pdf


R7.11

ラブルが生じたことも一切ないこ

のような認識・感覚であること）

トを身に着けていたが、レインボ

ていたものではないこと

手を身に着けていたこと、及び、
これらの詳細

ようにしなければ法廷の中にいれ
ない」という強い姿勢によるもの
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号証

甲 41

標 目
原本・
写しの別

作成年月日 作成者

陳述書（小林誠） 原本 小林誠

立証趣旨・備考
する方がそれと分かる形で現われ
たことも法廷の内外で何らかのト

と
・福岡地裁・福岡高裁における「結
婚の自由をすべての人に」訴訟の
期日の際の傍職人のうち、3割ほ
どが何かしらのレインボ一柄を身
に着けていたこと（北氏としてそ

・北氏は福岡地裁・福岡高裁にお
ける「結婚の自由をすべての人に」

訴訟を傍聴する際に当該ポシェッ

一柄の着用は傍聴人が示し合わせ

・本件福岡地裁判決期日の傍聴の
際、小林誠氏は「PRIDE」の文字（レ

インボー柄類似の配色）が入った
黒色の半そでTシャツ及びレイン
ボー色のバンドのアップルウォッ

・裁判所職員は小林氏が法廷に入
るにあたり「レインボー柄を身に
付けないで」と申し向けたこと、
これは「レインボー柄を見えない

であったこと、及び、小林氏はこ
れを受けてTシャツの上に刃織つ
ていた半袖のシャツのボタンを留

めたこと
・裁判所職員は法廷内の傍聴席に

https://www.call4.jp/file/pdf/202512/9f92702b2c6b0848918a4a56835a777b.pdf


R7. 11.12
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外してください。」と指示したこ

アップルウォッチを外してポケッ
トに入れたこと

ラブルが生じたことも一切ないこ

る際「見えないようにしてくださ

外してほしいといったようなお願
いをしているような言い方ではな
かったこと

の指摘を受けていたこと、及び、

号証 標 目
原本・
写しの別

作成年月日

甲 42
陳述書（村上真
菜）

原本

作成者

村上真菜

立証趣旨・備考
座った小林氏に対してアップルウ
オッチを指して「虹色のグッズは

と、及び、小林氏はこれを受けて

・福岡地裁・福岡高裁における「結
婚の自由をすべての人に」訴訟に
おいてレインボー柄の服装規制や
所持品規制が行われたのは本件福
岡地裁判決期日のみであること
・福岡地裁・福岡高裁における「結

婚の自由をすべての人に」訴訟を
通して、この訴訟や同性婚に反対
する方がそれと分かる形で現われ
たことも法廷の内外で何らかのト

と

・本件福岡地裁判決期日の傍聴の

際、村上真菜氏はレインボー柄が
入ったポシェットを首に掛けてい
たこと
・裁判所職員は村上氏が法廷に入

い。」と指示したことから村上氏が

当該ポシェットを裏返したこと、
及び、この時の言い方はできれば

・村上氏は法廷内の傍聴席に座っ
た後、斜め向かいに座っていた傍
聴人が裁判所職員から虹色の靴下

https://www.call4.jp/file/pdf/202512/64d1389ce446e1328877963246364ae5.pdf


か」と言い返していたが、結局、

をそれぞれ見ていたこと
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号証 標 目 原本・
写しの別

作成年月日 作成者 立証趣旨・備考
当該傍聴人は「何でダメなんです

靴下の柄を折り込んで隠したこと

以上


